
 

 

地区の

名称 
Ａ 地 区 Ｂ 地 区 Ｃ 地 区 Ｄ 地 区 

 

 

 

Ｅ 地 区 
地

区

の 

区

分 

地区の

面積 
約３０.４ｈａ 約１.３ｈａ 約５.９ｈａ 約１７.８ｈａ 約７.２ｈａ 

－ 

次に掲げる建築

物は建築してはな

らない。 

建 築 物

等 の 用

途 の 制

限 

(1)葬儀場 

(2)自動車車庫(建

築物に付属す

るものを除く)

次に掲げる建築

物は建築してはな

らない。 

(1)ホテル又は旅 

   館 

(2)自動車教習所 

(3)葬儀場 

(4)自動車車庫(建

築物に付属す

るものを除く)

(5)畜舎で床面積

の合計が１５

平方メートル

を超えるもの 

次に掲げる建築

物は建築してはな

らない。 

(1)ホテル又は旅 

   館 

(2)自動車教習所 

(3)葬儀場 

(4)自動車車庫（建

築物に付属す

るものを除く） 

(5)畜舎で床面積

の合計が１５

平方メートル

を超えるもの 

次に掲げる建築

物は建築してはな

らない。 

(1)ホテル又は旅 

   館 

(2)自動車教習所 

(3)畜舎で床面積

の合計が１５

平方メートル

を超えるもの 

１５０平方メートル １５０平方メートル ５００平方メートル １５０平方メートル 

都市計画道路東

埼玉道路に面する

敷地は２００平方

メートル、それ以

外の敷地は１５０

平方メートル 

建 築 物

の 敷 地

面 積 の

最 低 限

度 
 ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 

(1)公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なものの敷地として使用する場合。

(2)当計画が決定される以前から、当該規定に適合しない敷地については、その全部を一の敷地として

使用する場合。 

壁 面 の

位 置 の

制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離は１メートル以上

とする。ただし、建築物の敷地面積の最低限度に満たない敷地については、６０センチメートル以上と

することができる。 

なお、次の各号の一に該当する建築物は、壁面の位置の制限は適用しない。 

(1)物置等で軒高２.３メートル以下かつ床面積の合計が５平方メートル以下のもの 

(2)車庫で外壁を設けないもの 

建築物等の形態又は意匠の制限は、次に掲げるものとする。 

建 築 物

等 の 形

態 又 は

意 匠 の

制限 

(1)敷地外に落雪

のおそれのあ

る屋根には、雪

止め等を設け

る。 

(2)建築物の屋根、

外壁又は工作

物等は色彩に

配慮し、原色を

避け、周辺環境

に調和したも

のとする。 

(1)敷地外に落雪のおそれのある屋根には、雪止め等を設ける。 

(2)建築物の屋根、外壁又は工作物等は色彩に配慮し、原色を避け、周辺環境に調

和したものとする。 

(3)屋上に設ける建築設備等は、外部から直接見えにくい構造とする。 

(4)屋外広告物を設ける場合は、越谷レイクタウン土地区画整理事業の区域内に存

する店舗等のものとする。 

地 
 
 
 
 
 
 
 

区 
 
 
 
 
 
 
 

整 
 
 
 
 
 
 
 

備 
 
 
 
 
 
 
 

計 
 
 
 
 
 
 
 

画 

建 
 
 
 

築 
 
 
 

物 
 
 
 

等 
 
 
 

に 
 
 
 

関 
 
 
 

す 
 
 
 

る 
 
 
 

事 
 
 
 

項 

道路に面する側にかき又はさくを設ける場合は、次に掲げるものとする。ただし、門柱等の出入口部

分は、この限りでない。 
か き 又

は さ く

の 構 造

の制限 

(1)生け垣 

(2)前面道路面からの高さが１.２メートル以下の塀とし、植栽を施したもの。 

ただし、塀の高さが６０センチメートルを超える部分は、鉄さく、金網等の透視可能なもの。 



 

地区の

名称 
Ｆ 地 区 Ｇ 地 区 Ｈ 地 区 

地

区

の

区

分 

地区の

面積 
約３.０ｈａ 約４.９ｈａ 約１．３ｈａ 

建 築 物

等 の 用

途 の 制

限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 次に掲げる建

築物以外の建築

物は、建築しては

ならない。 

(1)１階部分を住宅、共同住宅、寄宿舎及び下宿の用

途に供するもの（階段室、機械室、管理人室、そ

の他これらに類するものは除く） 

(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する

法律第二条第６項に規定する店舗型性風俗特殊

営業の用に供するもの 

(3)倉庫業を営む倉庫 

(4)畜舎で床面積の合計が１５平方メートルを超え

るもの 

(5)工場（作業場の床面積の合計が１５０平方メート

ル以上のもの） 

(1)学校(学校教

育法（昭和２

２年法律第２

６号）第一条

にいうもの) 

(2)図書館 

(3)体育館 

(4)学校に付属す

るもの 

次に掲げる建築物以外の

建築物は、建築してはならな

い。 

(1) 水道法(昭和３２年法律

第１７７号)第３条第２

項に規定する水道事業

の用に供する施設（地方

公営企業法（昭和２７年

法律第２９２号）に基づ

き附帯する事業の用に

供する事務所等を含む）

(2) 前号の施設に付属する

もの 

３００平方メートル 建 築 物

の 敷 地

面 積 の

最 低 限

度 

 ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類

する建築物で公益上必要なものの敷地として使用す

る場合は、適用しない。 

45,900 平方 

メートル 

  

12,000 平方メートル 

壁 面 の

位 置 の

制限 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境

界線までの距離は、次に掲げるものとする。 

(1)都市計画道路に面する部分は、２メートル以上と

する。ただし、前面道路面からの高さが３メート

ルを超え、道路境界線からの距離が１メートルを

超える建築物の部分は適用しない。 

(2)都市計画道路以外の道路に面する部分は、1 メー

トル以上とする。 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道

路境界線及び隣地境界線までの距離は２メート

ル以上とする。 

 建築物等の形態又は意匠の制限は、次に掲げるも

のとする。 

(1)敷地外に落雪のおそれのある屋根には、雪止め等

を設ける。 

(2)建築物の屋根、外壁又は工作物等は色彩に配慮

し、原色を避け、周辺環境に調和したものとする。

(3)屋上に設ける建築設備等は、外部から直接見えに

くい構造とする。 

(4)屋外広告物を設ける場合は、越谷レイクタウン土

地区画整理事業の区域内に存する店舗等のもの

とし、壁面の位置の制限内に設ける場合は、突き

出し広告物等を避け、歩行者の通行上支障となら

ないものとする。 

 建築物等の形態又は意匠の制限は、次に掲げ

るものとする。 

(1)敷地外に落雪のおそれのある屋根には、雪止

め等を設ける。 

(2)建築物の屋根、外壁又は工作物等は色彩に配

慮し、原色を避け、周辺環境に調和したもの

とする。 

建 築 物

等 の 形

態 又 は

意 匠 の

制限 

(3)屋上に設ける建築設備等は、外部から直接見

えにくい構造とする。 
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画 
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物 
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 道路に面する側にかき又はさくを設ける場合は、

壁面の位置の制限距離以上後退し、次に掲げるもの

とする。 

道路に面する側にかき又はさくを設ける場合

は、生け垣、フェンス等とし、コンクリートブ

ロック等を設置するときは、安全かつ周辺の景

観に配慮したものとする。 

か き 又

は さ く

の 構 造

の制限 

(1)生け垣 

(2)前面道路面からの高さが１.２メートル以下の塀

とし、植栽を施したもの。 

ただし、塀の高さが６０センチメートルを超える

部分は、鉄さく、金網等の透視可能なもの。 

 


